
          平成30年度　　心配ごと・人権・行政相談　年間計画表

会場

時間

日 3日 （火） 25 日 （水）

相談員 仲倉 古都 足澤 光木 達磨

日 　　8日 （火） 25 日 （金）

相談員 仲倉 加門 足澤 光木 達磨

日 5日 （火） 25 日 （月）

相談員 古都 加門 足澤 光木 達磨

日 3日 （火） 25 日 （水）

相談員 仲倉 古都 足澤 光木 達磨

日 7日 （火） 27 日 （月）

相談員 仲倉 加門 足澤 光木 達磨

日 4日 （火） 25 日 （火）

相談員 古都 加門 足澤 光木 達磨

日 2日 （火）

相談員 仲倉 古都 足澤 光木 達磨

日 6日 （火） 26 日 （月）

相談員 仲倉 加門 足澤 光木 達磨

日 4日 （火） 25 日 （火）

相談員 古都 加門 足澤 光木 達磨

日 8日 （火） 25 日 （金）

相談員 仲倉 古都 足澤 光木 達磨

日 5日 （火） 25 日 （月）

相談員 仲倉 加門 足澤 光木 達磨

日 5日 （火） 25 日 （月）

相談員 古都 加門 足澤 光木 達磨

※16日（火）・25日（木）

渡部

13日 (火)

8月

4日 (火)

9日 (火)

11日 (火)
9月

7日 (火)

渡部

渡部

渡部

渡部

渡部

渡部

4月

8日 (火)
5月

8日 (火)

12日 (火)

1日 (金)

10日 (火)

6月

7月

渡部

渡部

渡部

困りごと・行政相談

町立岸本公民館

心配ごと・人権相談

10日 (火)

3月

10月

11月

12月

1月

12日 (火)

2月

●６月１日の人権擁護委員の日に関連した相談日は、今年は６月1日です。
●※１０月１６日は行政相談週間に合わせ、溝口公民館で午後１時～３時まで相談を
　 受けます。
●１２月４日～１０日は人権週間です。
●相談員・相談日は変更になる場合があります。
●家庭のことから国の仕事まで、専門知識をもった相談員が相談をうけます。
●相談は無料で秘密は守られますのでお気軽にご相談ください。

相談内容

午後1時～3時 午後4時～6時

人権・行政相談

溝口公民館

午前10時～12時

町立岸本公民館

渡部

渡部


